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研究成果の概要（和文）：日本における国際ビジネスの活性化のため、国際取引に関する国

際民事訴訟手続上の諸問題（特に、①国際裁判管轄、②国際訴訟競合、③国際司法共

助、④外国判決の承認・執行）について、その法的規律を検討し、日本における立法、

判例、学説を体系化して英語によって世界に向けて情報発信を行った。併せて、国際

裁判管轄及び外国判決の承認執行に関して立法提言を行った。 
 
研究成果の概要（英文）：For the purpose of making brisk the doing cross-border business 
with/in Japan, this Study comprehensively examined legal issues arising in international 
civil litigation in Japan: international judicial jurisdiction, parallel litigation, 
international judicial assistance, and recognition and enforcement of foreign judgments. 
The legislation, court cases and academic views on these topics are translated into 
English and the organized and systematized information has been provided in English on 
the website of this Study. Furthermore, this Study made a legislative proposal on 
jurisdiction and recognition and enforcement of foreign judgments. 
 
交付決定額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００４年度 2,700,000 0 2,700,000 

２００５年度 3,600,000 0 3,600,000 

２００６年度 4,400,000 0 4,400,000 

２００７年度 3,700,000 0 3,700,000 

２００８年度 4,100,000 0 4,100,000 

２００９年度 3,100,000 0 3,100,000 

総 計 21,600,000 0 21,600,000 

 

 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：  

キーワード：国際取引、国際民事訴訟法、国際裁判管轄、国際訴訟競合、国際司法共助、外国

判決の承認・執行、国際私法、裁判権 
 
１．研究開始当初の背景 
(1) 戦略的リーガル・サービス・ビジネスは、
アメリカとイギリスの独壇場の感があるが、

日本も世界に向けて積極的に情報発信をす
ることにより、世界、特にアジアにおいてリ
ーガル・サービス・ビジネスの基盤を築く必
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要がある。 
(2) 英米に匹敵するサービス提供の基盤を
構築するための研究は、変革期の国際社会に
おいて、我が国にとって何をおいても早急に
取り組まねばならない課題である。 
(3) このような基盤構築、ひいては国際取引
社会における日本の地位向上のためには、国
際民事訴訟法、特に①国際裁判管轄、②外国
判決の承認・執行、および③国際司法共助を
対象として、日本の法整備を行う必要がある。 
(4) しかしながら、日本の国際民事訴訟につ
いて、企業への調査をふまえた議論はほとん
どなく、また、我が国際民事訴訟制度が体系
立てた形で海外に情報発信されることはな
かった。確かに若干の書物（Kono/Basedow”
Legal Aspects of Globalization”, Kluwer, 
2000 など）はあるが、その対象は限定されて
おり、現存する議論状況を必ずしも網羅して
はいない。 
(5) ハーグ国際私法会議においては、管轄・
承認執行に関する新しい条約の作成が試み
られており、また、EU におけるブリュッセル
＝ルガノ体制の展開、さらには米州条約機構
の裁判管轄条約における議論などもその動
向が注目され、これらを広く検討する必要が
ある。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、現代における激戦の国際

取引社会で日本企業が真の意味での国際競
争力を身につけ、低迷する日本経済の打開と
いう国策の急務に貢献できるよう、国際民事
訴訟法分野における我が国の現状の総括お
よび問題の検討をしたうえで将来に向けた
立法提言を行い、日本における国際取引法サ
ービス・ビジネス情報を諸外国に向けて発信
することである。 
 

３．研究の方法 
(1)判例を集積し、学説の議論状況を総括す
る。その上で、英語による情報発信をする。 
(2) ハーグ諸条約など欧米・アジアを中心と
する諸外国の議論状況を総括する。 
(3) 諸外国との比較により我が国の国際民
事訴訟法の特色を洗い出し、問題解決の検討
を加えたうえで英語により発信する。 
(4) 内外の研究者・実務家とのシンポジウム
などを通じて、最終的な立法提案（多国間条
約の批准提言や、二国間条約案の作成も含
む）を行い、内外に発信する。 
(5) 隣接諸分野、とりわけ著作権侵害の国際
裁判管轄事件判例が出ている国際知的財産、
及び、法改正で最新の研究が期待されている
国際倒産および国際仲裁の研究班との有機
的な連携をはかる。 
 
４．研究成果 

(1) 国際民事訴訟法の内外国における動向
を調査し、現状把握を十分に行い、新たな知
見を得た。例えば国際弁護士へのインタビュ
ーの中で、企業実務においては国際裁判管轄
について管轄合意での対応が相応に図られ
ており、立法化による管轄ルールの明確化の
ニーズがあるのは不法行為事件などが主で
あることが分かった。 
(2) EU に関しては、他構成国判決のさらな
る移動の自由化に向けて立法のスピードが
高まっており、特に金銭支払請求裁判の統一
手続を各国国内法と併存する形で創設する
規則案などについて、今後の成りゆきが注目
される。 
(3) 国際司法共助と外国判決の承認執行に
関しては、米国などの公的機関の Website に
おいて日本の情報が英語で提供されている
など、広義の司法共助における情報のニーズ
が高いことが分かった。 
(4) 日本の国際裁判管轄、国際訴訟競合、国
際司法共助及び外国判決の承認・執行に関す
る判例を調査し、それを英訳して英語
Website 上でデータベース化した。 
(5) 日本の国際民事訴訟法に関する英語文
献のリストを作成し、英語 Website 上で公開
した。 
(6) 国際金融法班と共同で、国際シンポジウ
ム「中国法から見た日本法の透明化」を開催
した。 
(7) 知的財産法班と共同で、国際シンポジウ
ム「知的財産権と渉外民事訴訟」を開催し、
国際的知的財産権事件に関する国際裁判管
轄、準拠法および外国判決の承認執行に関し
て立法提言を行った。 
(8) 国際裁判管轄に関しては、ハーグ国際私
法会議で予定されていた国際裁判管轄・外国
判決執行条約作成が合意管轄に限定された
小規模条約に終わったことを受けて着手さ
れた国際裁判管轄立法に関して、「国際裁判
管轄法制に関する中間試案に対する意見」を
国際民事訴訟法班単独でパブリックコメン
トとして提出・公表した。併せて、国際知的
財産法班と共同で、「国際裁判管轄に関する
パブリックコメント」を提出した。 
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